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奪
．
し
計
ガ
を
奮
げ
る
・
三
二
・
て
と
・
り
が
市
内
美
々
津
町
の
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
河
口
で
始
ま
り
ま
し
た
、
こ
の
シ
ロ
ウ
オ
ほ
、
毎
年
二
～

春
の
風
物
詩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
略
藻
罐
謬
鶴
蕗
鞭
魏
郵
黙
⑳
鐸
誓

シ
鵬
吻
講
論
鱒
鰭
脈
管
壽
騨
羅
齢
鰐
獅
鱗
驚
蜜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
食
通
を
よ
ろ
こ
ば
せ
る
。
　
　
　
シ
ロ
ウ
オ
は
、
ハ
ゼ
科

と
じ
て
お
く
と
便
利
で
す
…
：
・
：
二
）

今月の主な内容

2面・3面…用途地域が近くきまります

　　　　　4月から通学区域が…変ります

4面・5面…市県民税の申告相談日程

　　　　　春の火災予防運動

　　　　　飲酒運転はやめよう

6面・7面…裁判所だより

　　　　　　（遺言のはなし）

　　　　　話題を追って

8面…………おしらせ
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け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
み
な
さ
ん
の
く
ら
し
に
も
つ
と
も
関

係
の
あ
る
こ
と
が
ら
で
す
の
で
、
今
月

は
、
そ
の
内
容
の
あ
ら
ま
し
を
お
し
ら

せ
い
た
し
ま
し
ょ
う
．
、

　
八
新
し
い
用
途
地
域
と
は
V

　
わ
た
し
た
ち
が
住
ん
で
い
る
町
を
み

ま
わ
し
ま
す
と
、
公
害
と
思
わ
れ
る
こ

と
が
た
く
さ
ん
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

　
町
に
は
人
口
や
、
エ
場
な
ど
の
産
業

が
集
ま
っ
て
き
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
き

方
を
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
動

き
方
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
き
ま
す

と
、
建
物
の
用
途
や
形
、
高
き
、
ま
た

は
敷
地
面
積
に
対
す
る
建
坪
の
割
合
な

ご
、
建
物
が
無
秩
序
に
い
り
・
ま
じ
っ

て
、
騒
音
、
悪
臭
、
日
あ
た
り
の
妨
害

な
ど
に
よ
り
、
わ
た
し
た
ち
の
住
環
境

は
ま
す
ま
す
悪
く
な
る
ば
か
り
で
す
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ

ら
な
い
よ
う
に
建
物
を
建
築
す
る
場
合

に
、
わ
た
し
た
ち
社
会
人
が
お
互
い
に

守
る
べ
き
最
低
限
の
ル
ー
ル
を
定
め
た

も
の
が
「
用
途
地
域
」
で
す
。

　
こ
の
用
途
地
域
は
、
道
路
、
公
園
、

下
水
道
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
町
づ
く

り
の
基
礎
と
な
る
も
の
の
一
つ
で
、
都

市
計
画
法
に
よ
り
、
現
在
の
市
街
地
や

新
し
く
市
街
地
と
な
る
と
こ
ろ
に
は
必

ず
定
め
る
こ
と
に
な
・
、
’
、
い
ま
ず
。

　
一
新
し
い
用
途
地
域
の
内
容

　
こ
れ
ま
で
の
唱
逢
地
質
を
バ
，
～
更
し
、

新
し
く
八
種
類
に
細
区
分
し
て
指
定
す

る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
指
定
さ
れ
よ

う
と
し
て
い
る
八
種
類
の
用
途
別
の
内

容
を
お
お
ま
か
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
と

◎
第
一
種
住
居
専
用
地
域

　
建
物
の
高
さ
の
低
い
住
宅
（
低
層
住

宅
地
）
と
し
て
の
住
宅
環
境
を
尿
醒
す

る
た
め
定
め
る
区
域

◎
第
二
種
住
居
専
用
地
域

　
建
物
の
高
さ
の
高
い
住
宅
（
中
高
層

住
宅
）
も
建
つ
よ
う
な
住
宅
地
と
し
て

の
環
境
を
保
護
す
る
た
め
定
め
る
地
域

◎
住
居
地
域

　
お
も
に
住
宅
の

環
境
を
保
護
す
る

た
め
定
め
る
区
域

◎
近
隣
商
業
地
域

　
周
辺
の
住
宅
地

の
人
の
た
め
に
日

用
品
を
販
売
す
る

商
店
な
ど
、
商
業

の
利
便
を
増
す
た

め
定
め
る
区
域

◎
商
業
地
域

　
百
貨
店
や
専
門

店
、
事
務
所
、
娯
楽

施
設
な
ど
、
い
ろ

い
ろ
な
商
業
施
設

が
集
ま
る
町
の
申

心
と
な
る
地
域
で

商
業
業
務
の
利
便

を
増
す
た
め
定
め

る
区
域

◎
準
工
業
地
域

　
の
、
馬
も
に
環
境
を

悪
化
す
る
お
そ
烈

・
　
『
、
　
・
　
「
・
一
．
ご
　
ノ
F
　
．

「
’
　
　
、
．
　
　
　
　
／
　
　
ゼ
’
r

新しい用途地域内の建物の用途制限概要

暫罵「ク・5‘謎揖㍗
〔コ・・ご・朗物口建・潟・壁物・

便
を
増
す
た
め
定
め
る
区
域

◎
工
業
地
域

　
エ
業
の
利
便
を
増
進
す
る
た
め
に
定

め
る
区
域

◎
工
業
専
用
地
域

　
と
く
に
勲
業
の
利
便
を
増
す
た
め
に

定
め
る
区
域

　
お
お
む
ね
以
上
の
と
お
り
で
す
が
、

用
途
地
域
が
決
ま
り
ま
す
と
、
別
表

の
よ
う
に
建
物
の
用
途
制
限
な
ど
が
加

え
ら
れ
ま
す
。

　
な
お
、
用
途
地
域
の
設
定
に
あ
た
r
．

て
、
み
な
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
聞
き
ず

る
た
め
つ
ぎ
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
き

ま
す
の
で
、
住
み
よ
い
町
づ
く
り
の
立

場
か
ら
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ

い
。　

　
公
聴
会
の
日
時
お
よ
び
場
所

日
時
、
昭
和
四
十
八
年
三
月
二
十
八
一

　
　
　
　
日
午
後
一
時

場
所
、
日
向
市
役
所
四
階
大
会
議
室
一
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通
学
区
域
が
か
わ
り
ま
す

本
年
四
月
唱
題
か
ら
三
≡
…
≡
≡
・
…
：
三
三
二
・

　
こ
と
し
の
四
月
「
日
か
ら
開
校
す

る
大
王
谷
小
学
校
に
伴
う
通
学
区
域

が
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
き
ま
り
ま
し
た
の

で
お
し
ら
せ
し
ま
す
。

一
、
大
王
谷
小
学
校
区1緋一

梶
木
、
吊
手
、
亀
崎
東
、
亀
間
中
、

　
亀
崎
南
、
畑
浦
、
大
字
富
高
の
一
邸

二
、
富
高
小
学
校
区

大
字
富
高
、
南
町
、
中
町
、
本
町
、
上
町

都
町
、
北
町
、
大
字
塩
見
の
一
部
、
鶴
町

魍L
．中央

　
　
　
　
　
　
　
／

　
　
　
　
　
　
　
　
／

　
　
　
　
　
　
・
一
．
l
l
一
嘔

裂
創
ロ

　
　
　
　
富
高
小
校
区

　
　
　
　
　
　
」

lL
lr

横断歩道橋

一磁

口雛

　
‘
仁
直
道
十
号
纏
の
西
便
）

ゴ．

A
日
知
屋
小
学
校
区

　
大
字
日
知
屋
、
原
町
（
属
道
十
号
線

　
の
東
側
）
、
鶴
町
（
国
道
十
号
線
の

　
東
側
で
中
央
線
の
南
側
の
地
区
）

四
、
調
整
区
域
（
当
分
の
間
、
こ
れ
を

　
認
め
る
。
）

④
大
王
谷
小
学
校
区
予
定
の
鶴
町
区
（

　
国
道
十
号
線
の
東
側
か
ら
富
島
高
等

　
学
校
西
通
り
ま
で
の
地
区
）

　
　
　
帥＼

＼ミ雀
　　　　区

e
富
高
小
学
秒
区
予
定
の
高
砂
、
原
申
．

　
へ
国
道
十
号
線
の
西
側
）

（
注
）
調
整
区
域
は
、
他
の
通
学
区
域

の
よ
う
に
規
制
さ
れ
ず
、
大
王
谷
小
学

校
区
予
定
の
鶴
町
区
は
大
王
谷
小
学

校
、
野
並
小
学
校
の
い
ず
れ
か
を
選
択

で
き
る
こ
と
、
ま
た
富
高
小
学
校
区
予

定
の
原
町
、
、
『
砂
区
は
富
高
小
学
校
、

空
知
屋
小
学
校
の
い
ず
れ
か
を
選
択
で

き
る
こ
と
。

ド
L
「

3

級

一
巳
1
・
一
I
l
I
i
8

砂 報帥冨

校区昇｝
卿

噛
川
．見塩

獄

脇目

舜炉心

至
大
分

日
向
市ノ

！

／

　
／

　
　
／

7
＼
』

日
　
豊
　
本
　
線

櫟

．
至
宮
燭

刊新

＝図書案内

こ＼＝：

　
市
立
図
書
館
（
日
向
市
勤
労
青
少
年

ホ
ー
ム
一
階
）
に
、
つ
ぎ
の
新
刊
図
書

が
は
い
り
ま
し
た
の
で
、
ご
利
用
く
ゼ

き
い
。
な
お
、
開
館
時
間
は
月
曜
～
金

曜
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、

土
曜
日
は
正
午
ま
で
、
日
曜
、
祭
日
は

休
館
で
す
。

　
〔
文
　
学
〕

さ
び
し
い
王
様
（
北
杜
夫
）
、
死
火

山
の
肌
（
黒
岩
重
吾
）
、
き
す
ら
い
び

と
の
子
守
唄
（
北
山
修
）
冷
酷
な
報
酬

（
梶
山
季
之
）
、
孤
独
な
剣
客
（
柴
田

錬
三
郎
）
、
び
か
た
ん
（
梶
山
季

之
）
、
ア
ン
ネ
の
日
記
（
ア
ン
ネ
・
フ

ラ
ン
ク
）

　
〔
社
会
科
学
〕

　
老
年
期
の
健
康
読
本
　
（
近
藤
宏

二
）
、
若
が
え
り
体
操
と
マ
ッ
サ
ー

ジ
（
河
野
信
弘
）
、
老
人
扶
養
を
考
え

る
（
永
井
輝
男
）
、
国
を
守
る
（
防
衛

庁
）
、
日
本
列
島
（
前
園
直
健
）
、
軍

艦
エ
ム
ン
デ
ン
死
闘
の
記
録
（
フ
レ
ッ

D
、
－
・
マ
ッ
ク
メ
ン
ト
）
、

　
〔
芸
術
〕

　
茶
の
心
（
千
宗
室
）
、
踊
り
の
心
・
（

尾
上
松
緑
）
、
芸
の
心
（
吉
住
慈
恭
）

　
〔
そ
の
他
〕

　
学
童
の
発
育
と
食
べ
も
の
（
食
生
活

研
究
会
）
、
平
凡
社
世
界
大
百
科
事
典
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き
㌧
、
㌔
に
「
市
県
民
税
等
申
告
書
」
と

「
申
告
書
の
書
き
か
た
」
な
ど
を
郵
便

で
お
送
り
し
ま
し
た
が
届
い
た
で
し
ょ

う
か
。
も
し
お
受
け
と
り
に
な
っ
て
い

な
い
か
た
が
い
ら
「
．
し
ゃ
い
ま
し
た

ら
、
ご
め
ん
ど
う
で
も
市
役
所
税
務
課

ま
で
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
申
告
の
内
容
が
複
雑
で
す
の

で
、
市
で
は
、
み
な
き
ま
の
ご
相
談
に

応
じ
る
た
め
、
別
表
の
と
お
り
「
市
県

民
税
申
告
相
談
所
」
を
開
設
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　
申
告
は
、
市
県
民
税
の
申
告
と
国
民

、
康
保
険
税
の
所
得
割
の
決
定
を
す
る

た
み
の
所
得
を
あ
わ
せ
て
同
じ
用
紙
で

行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

◎
申
告
の
提
出
期
限
三
月
十
五
日

　
忘
れ
て
申
告
さ
れ
な
い
と
所
得
控

　
除
、
税
額
控
除
を
受
け
ら
れ
ず
、
余

　
分
の
税
金
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
、

　
申
告
し
た
人
と
比
較
し
て
税
負
担
金

　
が
重
く
な
り
ま
す
の
で
必
ず
三
月
十

　
五
日
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
串
告
書
を
提
出
す
る
人

①
住
民
登
録
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら

　
ず
、
昭
和
四
十
八
年
一
月
一
こ
口
日

　
向
市
に
居
庄
し
、
昭
和
四
十
七
年
中

　
に
所
得
の
あ
っ
た
人
。

②
そ
の
ほ
か
二
、
三
の
提
出
事
項
が
あ

り
ま
す
が
こ
こ
で
は
省
略
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
　
「
申
告
書
の
書
き
か
た
」

を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

富
民
顧
乾
飯
険
灘
の
申
告
期
で
す

《
移
動
相
談
所
を
開
設
》

　
柘
談
所
で
は
、
書
き
方
の
説
明
や
指

導
の
ほ
か
、
代
筆
も
し
ま
す
。
相
談
所

に
お
い
で
に
な
ら
れ
る
と
き
は
、
つ
ぎ

の
こ
と
に
留
忘
し
て
く
だ
き
い
．
、

◎
申
告
相
談
所
に
持
参
す
る
も
の

①
印
か
ん
．
．

②
家
族
の
な
ま
え
や
生
年
月
日
の
わ
か

　
る
も
の
。

③
国
民
健
康
保
険
硯
の
領
収
書
お
よ
が
、
し

　
年
金
手
帳

④
医
療
費
や
生
命
保
険
の
領
収
書
、
そ

　
の
ほ
か
必
要
経
費
の
認
定
に
必
要
な

　
領
収
書
お
よ
び
関
係
書
類

⑤
そ
の
ほ
か
、
所
得
の
算
定
に
必
要
な

　
漏
係
書
預

　
　
納
税
の
お
知
ら
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
昭
和
四
十
七
年
度
分
、
ま
た
は

…
そ
れ
以
前
の
分
で
・
市
県
民
税
門
～

定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税
、
国
民
健

康
保
険
税
・
国
民
年
藻
険
料
な
ど
［

の
納
付
が
ま
だ
お
済
み
で
な
い
か
た
…

は
、
三
月
末
日
ま
で
に
、
市
内
各
金
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

融
機
関
、
市
役
所
の
各
支
所
、
出
張
皿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

所
、
市
税
務
課
納
税
係
に
納
付
き
れ
．

る
よ
う
ご
塩
力
を
お
藷
、
い
い
た
し
・
三
．

．
丁
．
几
暫

◎申告相談所開設日程表

月日　曜 時　　間 場　　所 部　落　名

2．2プ火 9．3コ～16．00：　　　　　　　　　　　「曾根公民館 i曾根、堀一方

2．28　水 9．30～16．00 切島山公民賠 聖幣粛鵬山
3．11木 9．30～16．00 旧細島支所 r泳幡、庄手向、八坂
　
　
…
3
．
2
…
金
　
　
1

9．30～12。00 奥野公民館 奥野

3．3．土 9．00～16．00．

市役所4階 所得税、事業税、市

1

3．6　火 9．00～16．00 会議室：
@　　　　1

県民税申告該当者

3．7　水 9．30～16．00 江良公民館 江良、公園通り

9．30～16．00 原町公呑口

5．8　木

13．00～16。00 細島支所 清正、地蔵、吉の月

3．9　金 9．30～12．00

　　　　　1

ｷ醐黙高士
3．12　月

　　　　　　市9．00～16．00． 　役　所
S階会議室

花ケ丘、北町、本
ｬ、都町、上町

3．13：火　　； 9．00～16．00 〃 中町、南町、広見

3．14　水 9．00～16．00 〃

東草場、西草場、
�ｴ、高見橋通、春

ｴ町

3．15　木 9．oe～喋6．00 〃

申上記日程に申口
垂烽黷ﾌ方はこの
咩冾ﾜでに相談申
ﾀ告して下さい。

部落名所場臨時曜月日

　　　　　9．㏄～16．00　高松公民館　高松、宮ノ下、落鹿．

219月 嚠黷P6記b：美・津支所轟欝町験孟

　　　　　9．30～12．00．幸脇公民館幸脇（東、西、中）遠見

　　　　　13．30～16．00i田ノ原　〃　田ノ原

2．20　 三ノく　　　　　．一．一一　　，一一．　　　　　一．．　一一　　　　　　　　一

　　　　　9．30～12．00｛飯　谷　〃　平谷、鳥川

　　　　　13．00～16．00…余瀬〃余瀬

美砂、曙、本宮

受木

笹野東、笹野中、
笹野西、金ケ浜

本谷、西川内

舟手

亀崎東、亀崎中、
亀崎南
　　　　　㌔一

〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃

9．30～12．00秋留

鵜毛↑3．00～16．00

9．30～12，00美砂

13．00～16．00　　籾　　ンfく

水2．21

〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃

9．30～16．00　南日向

9．旬～12．00本谷2．22 木

庄手13，00～16．00

木
　
良

梶
　
比

　　　　　g．5〔〕～12．00

2．23金13・00～16・00

　　　　　9．ろ0～16，00

亀崎　〃

梶木　／・

比良　〃

9，30～12．00；中　村　〃　中村

…一12…鳥・巣〃畢譜鰍イ弧

13．00～16．00　永　田　〃　永田

　　　　　　五十猛神社　山下、往還、川路9．30～16．GO

　　　　　　社　務　所　団地

2．24　土

月2．26

＼

昭和48年2月号

鷺
緯
璽
憲

欝
霧
蟹

…
1
；
－
春
の
火
災
予
防
運
動
始
ま
る
ー
ー
！

　
こ
と
し
も
春
の
火
災
予
防
運
動
が
、

二
月
二
十
八
日
か
ら
三
月
十
三
日
ま
で

全
国
い
っ
せ
い
に
行
な
わ
れ
ま
す
。

　
火
災
に
よ
る
被
害
は
、
と
し
ご
と
に

ふ
え
る
ば
か
り
で
、
昨
年
全
国
的
に
は

六
万
四
千
件
の
火
災
が
発
生
、
七
百
八

十
六
億
円
が
灰
に
な
り
千
四
百
八
十
三

入
の
尊
い
命
が
失
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
原
因
別
に
は
、
相
変
ら
ず
タ
バ
コ
の

火
の
不
始
末
に
よ
る
も
の
が
一
番
多
く

九
千
三
百
六
十
五
件
で
全
体
の
十
四
、

六
嘗
を
し
め
、
つ
い
で
た
き
火
、
火
あ

そ
び
の
順
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
日
向

煙
は
あ
な
た
よ
り
早
い

　
火
事
に
な
っ
た
ら

　
　
　
ま
ず
逃
げ
る
こ
と

一
　　　　　1　　｝一一一一一一　一「

　　　　21

市
で
は
、
三
十
件
発
生
、
干
百
二
十
四

万
七
干
円
が
灰
に
な
一
．
て
わ
り
ま
す
。

　
最
近
の
火
災
の
特
徴
は
大
阪
千
日
デ

パ
ー
，
ト
火
災
を
は
じ
め
、
北
陸
ト
ン
ネ

ル
内
の
列
車
事
故
に
見
ら
れ
る
と
お
り

新
建
材
に
よ
る
煙
の
中
毒
死
で
す
。

大
建
築
物
は
勿
論
一
般
家
庭
に
お
い
て

も
ほ
と
ん
ど
新
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い

る
た
め
、
こ
れ
か
ら
春
先
に
か
け
、
き

ら
に
火
災
が
多
発
し
ま
す
の
で
火
災
予

防
に
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
注
意
し
、
特
に
家

庭
内
で
の
火
の
取
り
扱
い
に
は
気
を
つ

け
ま
し
よ
う
。

◎
全
国
い
っ
せ
い
に
実
施
さ
れ
る
事
項

①
百
貨
店
、
地
下
街
、
旅
館
、
ホ
テ
ル

　
な
ど
お
よ
び
複
合
用
途
防
火
対
象
物

広報ひゆうが5

渚
盆
ち

劃
、＼

員

　
．
・
八
各
業
種
が
混
雑
し
て
い
る
建
物
）

　
に
お
け
る
安
全
避
難
。

　
の
避
難
路
の
確
保
。

　
C
り
避
難
誘
導
の
徹
底
。

　
吻
避
難
訓
練
の
実
施
。

②
わ
が
家
の
安
全
管
理
。

　
5
n
た
ば
こ
の
投
げ
捨
て
と
寝
た
ば
こ

　
　
の
防
止
。

　
ω
外
出
、
就
寝
前
の
火
の
元
点
検
の

　
　
励
行
。

　
國
老
人
、
子
ど
も
、
病
弱
者
な
ど
．
の

　
　
就
寝
場
所
の
安
全
点
検
。

③
車
両
お
よ
び
林
野
の
火
災
予
防

　
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
と
く
に
②
の
わ
が
家
の
安
全
管
理
に

つ
い
て
は
、

　
ω
寝
た
ば
こ
は
絶
対
し
な
い
こ
と
．
．

　
◎
外
出
、
就
寝
時
は
、
火
の
元
（
ガ

　
　
ス
器
具
の
種
火
、
チ
リ
焼
の
残
り

　
　
火
、
電
気
器
具
の
ス
イ
ッ
チ
な

　
　
ど
）
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
確
か
め
る
こ

　
　
，
こ
，

　
◎
老
人
（
と
く
に
か
ら
だ
の
不
自
由

　
な
老
人
）
、
子
ど
も
は
、
二
階
以

　
ー
ー
に
就
寝
さ
せ
な
い
こ
と
。
や
む

　
を
得
な
い
場
台
は
避
難
用
具
（
ハ

　
シ
ゴ
又
は
ロ
ー
，
．
フ
な
ど
）
を
設
置

　
す
る
こ
と
，

⇔
刀
一
の
火
災
に
そ
な
え
、
各
家
庭

　
に
初
期
消
火
用
と
し
て
消
火
器
一

　
個
を
必
ず
設
置
し
て
お
く
こ
と
。

飲
酒
運
転
は
や
め
よ
う

二
月
は
絶
滅
月
間
で
す

　
交
通
三
悪
u
（
飲
酒
運
転
、
無
免
許

運
転
、
速
度
違
反
）
、
な
か
で
も
最
も

お
そ
ろ
し
い
事
故
を
わ
こ
す
飲
酒
運
転

の
追
放
は
、
み
ん
な
の
切
な
る
願
い
に

子
p
か
か
わ
ら
ず
、
い
’
．
こ
う
減
少
の
㌧
．
、

ポ
、
し
が
み
え
ま
せ
ん
。

　
昭
和
四
十
七
年
中
に
日
向
警
察
署
管

内
で
飲
酒
運
転
が
原
因
で
起
き
た
交
通

事
故
は
、
六
件
で
七
人
の
重
軽
傷
者
を

出
し
て
い
ま
す
。
　
（
県
内
で
は
、
発
生

百
七
十
四
件
、
重
軽
傷
者
二
百
十
三

人
）
こ
の
ほ
か
に
、
飲
酒
運
転
で
検
挙

し
、
運
転
を
中
止
さ
せ
て
事
故
を
未
然

に
防
止
し
え
た
の
が
三
百
七
十
八
件
も

あ
り
、
飲
酒
運
転
が
依
然
あ
と
を
絶
ち

ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
飲
酒
運
転
が
多
い
と
こ

ろ
が
ら
二
月
中
を
「
飲
酒
運
転
絶
滅
月

間
」
と
し
て
、
飲
酒
運
転
を
絶
対
に
や

め
る
よ
う
運
動
を
す
す
め
て
い
ま
す
。

　
み
な
山
、
㌔
ま
の
ご
家
庭
、
職
場
、
地
域

か
ら
飲
酒
運
転
が
絶
対
に
な
く
な
る
よ

う
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ゼ

無
惨
！
飲
酒
運
転
の
結
末

ボゆ
置沸

識

ポ薫

◎
飲
酒
運
転
追
放
に

　
　
　
立
ち
あ
が
り
ま
し
ょ
う

◎
の
ん
だ
ら
の
る
な

　
　
　
の
る
な
ら
の
む
な

◎
酒
飲
め
ば
愛
車
が

　
　
　
凶
器
に
早
が
わ
り

一～∀
　
　

溺
．
．

、
、．

ζ、
魁

畳
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○
遺
言
と
私
た
ち
の
生
活

　
今
日
で
も
、
「
遣
言
」
と
聞
く
と
、

な
ん
と
な
く
「
縁
起
で
も
な
い
。
」
と

か
「
老
人
や
病
人
が
考
え
る
も
の
で
、

元
気
に
く
ら
し
て
い
る
わ
た
く
し
に
は

関
係
が
な
い
。
」
、
「
相
続
は
法
律
で

定
ま
一
・
て
い
る
の
だ
か
ら
、
い
ま
さ
ら

遺
言
を
書
い
て
お
か
な
く
て
も
…
…
」

な
ど
と
考
え
る
人
が
多
い
よ
う
で
す
。

　
し
か
し
、
遺
言
で
は
死
後
の
財
産
の

分
け
方
と
か
、
使
い
方
な
ど
、
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す

の
で
、
こ
れ
を
じ
ょ
う
ず
に
利
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
と
に
残
さ
れ
る
家

族
の
平
和
な
牛
活
を
保
障
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
も
多
い
の
で
す
。

　
例
を
あ
げ
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
最

近
の
農
村
に
お
い
て
は
、
長
男
が
そ
の

妻
子
と
と
も
に
村
に
庄
む
父
親
と
同
居

し
、
農
業
経
営
に
た
ず
さ
わ
り
、
父
の

財
産
の
増
加
に
貢
献
し
、
い
っ
ぽ
う
、

二
男
、
三
男
な
ど
他
の
子
ら
は
都
会
で

会
社
な
ど
に
勤
務
し
て
生
活
し
、
農
業

に
は
ま
っ
た
く
関
係
し
な
い
と
い
っ
た

事
例
が
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
場
合
、
父
が
死
亡
し
相
続
が

開
始
し
ま
す
と
、
相
続
分
は
法
律
に
よ

り
画
一
的
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
の

で
、
仮
に
長
男
が
父
の
財
産
の
増
加
に

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
し
て
も
、

そ
の
取
得
す
る
財
産
は
、
い
ち
お
う
他

の
子
ら
と
平
等
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
罠
男
の
享
年

の
労
苦
は
報
い
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
場

台
に
よ
っ
て
は
、
農
地
な
ど
の
農
業
用

財
産
を
子
ど
も
た
ち
の
間
で
細
か
く
分

割
し
た
た
め
に
、
長
男
が
父
の
農
業
を

引
き
継
ぎ
経
営
す
る
こ
と
が
困
難
に
な

る
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
罠
男

と
他
の
子
ら
と
の
間
に
、
財
産
の
分
配

を
め
ぐ
っ
て
争
い
が
起
き
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
と
き
に
、
父
親
が
生
前

に
、
遺
言
で
子
ら
の
職
業
、
生
活
状
況

な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
事
情
を
考
え
た
う

え
で
、
子
の
相
続
分
、
財
産
の
分
配
の

し
か
た
な
ど
を
定
め
て
お
け
ば
、
遺
産

の
分
割
は
遺
言
に
従
う
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
、
実
情
に
即
し
た
遺
産
の
分
配

も
行
な
わ
れ
、
子
ど
も
ら
の
間
の
争
い

が
避
け
ら
れ
ま
す
。

く
し
た
ち
全
員
が
心
が
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
い
え
ま
’
し
ょ

う
。
そ
れ
で
は
、
遺
言
書
は
具
体
的
に

は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
作
れ
ば
よ
い
の

で
し
ょ
う
か
。

○
遺
言
書
の
作
り
か
た

　
満
十
五
歳
以
上
の
人
な
ら
だ
れ
で
も

遺
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
遺

言
を
す
る
に
は
法
律
で
定
め
ら
れ
た
一

定
の
形
式
（
こ
れ
を
略
言
の
方
式
と
言

い
ま
す
。
）
を
ふ
む
必
要
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
方
式
を
ふ
ま
な
い
と
遺
言

は
、
遺
言
者
の
意
図
し
た
効
果
を
生
じ

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
遺
言
を

す
る
揚
合
に
は
、
こ
の
方
式
を
厳
格
に
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．
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嫁
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画
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．
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『
・
三
塁
＝
一
．
∫
．
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一
℃
9
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8
囎
三
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三
．
三
二
｝
≡
－
▼
∫
三
…
一
＝

　
ま
た
、
遺
言
は
相
続
だ
け
で
な
く
、

そ
の
他
の
事
が
ら
に
つ
い
て
も
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
社
会
事

業
に
財
産
の
一
部
を
死
後
に
寄
付
し
た

り
、
事
情
が
あ
っ
て
、
生
前
に
は
自
分

の
子
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
婚
姻
外
で
出
生
し
た
子

を
承
認
し
た
り
、
両
親
に
先
だ
た
れ
る

幼
子
を
、
親
代
わ
り
と
な
っ
て
世
話
を

す
る
後
見
人
を
、
あ
ら
か
じ
め
指
名
し

て
お
く
な
ど
の
こ
と
も
遣
言
で
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
ま
す
と
、
遺

言
は
、
け
っ
し
て
老
人
や
病
気
の
人
た

ち
だ
け
に
必
要
な
も
の
で
は
な
く
、
責

任
を
重
ん
ず
る
社
会
人
と
し
て
、
わ
た

守
る
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
き
い
。

　
民
法
は
、
通
常
の
場
合
の
遺
言
の
方

式
と
し
て
、
三
つ
の
方
法
を
定
め
て
お

り
ま
す
。

　
第
一
は
、
自
筆
証
書
に
よ
る
解
合
で

す
。
こ
れ
は
文
字
ど
お
り
、
遺
言
者
が

自
分
で
遺
言
書
の
全
文
、
日
付
、
氏
名

を
書
き
、
こ
れ
に
印
を
押
し
て
作
る
も

の
で
す
。

　
第
二
は
、
公
正
証
書
に
よ
る
方
法
で

す
。
こ
れ
は
、
遺
言
者
が
証
人
二
人
以

上
（
相
続
人
や
そ
の
配
偶
者
は
証
人
に

な
れ
ま
せ
ん
。
）
の
面
前
で
、
公
証
人

に
遺
言
の
内
容
を
口
頭
で
伝
え
、
公
証

人
に
遺
言
書
を
作
っ
て
も
ら
う
与
法
で

す
。

　
第
三
は
秘
密
証
書
に
よ
る
も
の
で

す
。
こ
の
方
法
は
、
遺
言
の
内
容
は
秘

密
に
し
た
い
が
、
遺
言
書
の
あ
る
こ
と

は
、
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
た
い
と
｝
、
㌔

な
ど
に
利
用
す
る
方
法
で
す
。

　
遣
言
の
方
式
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
、

病
気
の
容
態
が
急
に
悪
く
な
り
、
死
が

迫
’
ノ
て
い
る
場
合
な
ど
の
よ
う
に
、
特

別
な
と
き
の
み
許
可
き
れ
る
方
式
も
あ

り
ま
す
。

　
ア
」
こ
4
」
は
、
　
そ
れ
に
つ
い
て
の
お
罫
㎎

は
省
略
し
ま
す
が
、
い
つ
れ
の
方
式
に

よ
る
に
せ
よ
遣
言
の
効
果
に
変
り
あ
り

ま
せ
ん
，

　
な
お
、
公
正
証
書
に
よ
る
遺
言
の
場

台
を
除
き
、
こ
う
し
て
作
ら
れ
る
遺
言

書
の
保
管
者
は
、
本
人
の
死
を
知
っ
た

の
ち
、
す
み
や
か
に
遺
言
書
を
家
庭
裁

判
所
に
提
出
し
て
［
、
検
認
」
を
駆
け
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
λ
。

　
こ
の
「
検
認
」
は
、
遺
言
書
の
変
造

な
ど
を
防
ぐ
た
め
設
け
ら
れ
た
手
続
で

あ
り
ま
す
。

　
も
し
、
家
庭
裁
判
所
の
「
検
認
」
を

経
な
い
で
、
重
言
を
執
行
し
た
り
、
封

印
の
あ
る
遺
言
書
を
家
庭
裁
判
所
以
外

で
開
封
し
た
り
し
ま
す
と
、
過
料
に
処

せ
ら
れ
ま
す
の
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

「
）
遺
言
書
の
用
意

　
外
国
で
は
ち
ょ
っ
と
海
外
旅
行
に
出

か
け
る
と
き
も
、
自
分
で
死
亡
し
た
場

台
に
そ
な
え
て
、
家
族
の
た
め
に
遺
言

書
を
用
意
し
て
お
く
習
慣
が
あ
る
よ
う

に
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

つ
　
⊃
　
へ
．
　
∩
）
　
へ
，
．

優
良
漁
業
者
を
表
彰

　
日
向
市
優
良
漁
業
者
表
彰
式
は
、
二

月
五
日
午
前
十
時
か
ら
市
役
所
会
議
室

で
、
漁
業
関
係
者
、
来
賓
な
ど
多
数
を

迎
え
盛
大
に
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

　
優
良
漁
業
者
と
し
て
表
彰
き
れ
た
か

た
が
た
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。

▽
富
島
漁
協
関
係
1
1
是
沢
芳
男
、
小
出

満
二
郎
、
平
坂
徳
治
、
児
玉
光
治
、
宇

田
津
守
、
朝
倉
萬
好
、
是
沢
孝
四
郎
、

富
山
定
夫
、
小
西
銀
次
郎
、
小
出
嘉

市
、
田
中
国
義
、
近
藤
宗
八
、
小
西

清
、
柏
田
久
雄
、
安
藤
剛
、
亀
井
義
則

柏
田
利
義
、
松
岡
与
一
、
是
沢
幸
男
、

児
玉
正
、
児
玉
高
史
、
小
西
ア
サ
子
、

▽
日
向
漁
業
関
係
1
1
美
々
津
第
三
漁
業

組
合
、
富
永
清
美
、
姫
野
信
之
、
河
野

栄
、
柄
本
政
雄
、
柄
本
秀
男
、
引
田
寅

是
、
姫
野
睦
夫
、
高
木
望
、
橋
口
実
、

赤
木
史
子
、
柄
本
房
男
、
甲
斐
カ
オ
ル

▽
余
瀬
、
飯
谷
漁
協
1
1
黒
木
武
男

▽
美
幸
内
水
面
漁
協
1
1
滝
秋
男

▽
富
島
河
川
漁
協
一
－
駒
田
熊
江
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春
を
呼
ぶ
花
木
即
売
市

　
本
県
で
四
月
行
な
わ
れ
る
全
国
植
樹

祭
に
あ
わ
せ
て
、
県
民
に
「
二
百
万
本

植
樹
運
動
」
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

こ
の
運
動
を
お
し
す
す
め
る
た
め
、
二

月
十
日
か
ら
十
二
日
ま
で
の
三
日
間
市

役
所
前
広
場
で
「
花
木
即
売
市
」
が
行

な
わ
れ
ま
し
た
。
会
場
で
は
、
キ
ン
モ

ク
セ
イ
、
ジ
ン
チ
ョ
ウ
ゲ
、
ツ
バ
キ
、
ヒ

イ
ラ
ギ
、
ハ
ク
モ
ク
レ
ン
な
ど
の
花
木

類
が
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
て
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
」
　
　
「

九
州
青
年
の
船
無
事
帰
港

　
去
る
一
月
二
十
六
日
、
細
島
嘱
港
を
出

港
し
た
第
「
回
「
九
州
青
年
の
船
」
が

二
月
十
日
無
事
帰
港
し
ま
し
た
。
こ
の

青
年
の
船
は
、
香
港
、
マ
ニ
ラ
、
沖
縄

な
ど
を
訪
問
し
、
現
地
青
年
た
ち
と
の

交
歓
な
ど
を
し
て
き
た
も
の
で
、
日
向

市
か
ら
参
加
し
た
奈
須
と
き
わ
き
ん
、

黒
木
彰
さ
ん
、
治
田
美
千
代
さ
ん
の
三

人
も
四
百
三
十
一
人
の
団
員
と
と
も
に

元
気
に
細
島
港
に
帰
r
．
て
き
ま
し
た
．
、

・
癬
’

ジ．∴．ダ・〆〆㌦膨

轟塗郵匠
気
回

忌

読
書
感
想
画
作
品
展

　
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
で
は
、
二
月
一

日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
、
「
昭
和
四
十

七
年
度
日
向
市
小
中
学
生
読
書
感
想
画

作
品
展
」
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

作
品
展
は
、
昨
年
末
か
ら
こ
と
し
一
月

に
か
け
て
、
市
内
の
小
中
学
生
か
ら
募

集
し
た
約
五
百
点
の
申
か
ら
入
賞
作
品

（
佳
作
を
含
む
）
四
十
四
点
を
選
び
展

示
し
て
い
る
も
の
で
会
場
に
は
連
日
学

生
ら
が
鼻
学
に
訪
れ
て
い
ま
し
た
。

詣
題
鮨
追
◎
て
・
・
み
だ
癖
を
蓄
う
で
「
．
ウ
ダ
イ
ヲ
難
業
蜜
銃

夜
．
警
を
巡
回
、
激
励

　
ヵ
チ
ヵ
チ
火
の
用
心
…
…
…
…
毎
年
寒
く
な
る
と
各
家

庭
に
ヒ
ョ
ウ
シ
キ
の
音
が
ひ
び
き
わ
た
る
。

　
市
内
消
防
団
員
の
夜
警
は
、
本
年
も
一
月
五
日
目
ら
二

月
末
日
ま
で
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
市
幹
部
、
消
防
関

係
幹
部
ら
は
、
一
月
二
4
．
五
日
、
二
十
六
日
の
二
日
間
、

市
内
各
地
区
の
消
防
団
員
の
夜
警
を
巡
回
、
激
励
し
ま
し

た
。

支
給
範
囲
が
ひ
ろ
が
り
ま
す

《
児
童
手
当
制
度
》

一
、
児
童
手
当
を
受
給
で
き
る
人
は

　
児
童
手
当
は
、
本
年
四
月
か
ら
、
日

本
国
内
に
住
所
が
あ
る
す
べ
て
の
人
が

つ
ぎ
の
要
件
に
あ
て
は
ま
’
，
て
い
る
と

き
に
支
給
・
｝
．
h
れ
る
こ
と
に
な
り
・
ま
す
。

ω
十
八
歳
未
満
の
児
童
を
三
人
以
圭
善

賦
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一
人
以
上

が
、
昭
和
三
十
八
年
四
月
二
日
以
後
に

生
ま
れ
た
児
童
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
詣
れ
ま
で
は
、
三
人
以
｝
の
児

　
　
童
の
う
ち
に
、
児
童
手
当
制
度
が

　
　
発
足
し
た
昭
和
四
十
七
年
一
月
一

　
　
日
現
在
で
五
歳
未
満
の
児
童
（
昭

　
　
和
四
十
二
年
一
日
二
日
以
後
に
生

　
　
ま
れ
た
児
童
）
が
い
る
こ
と
が
必

鯛
　
要
で
し
た
が
、
こ
と
し
の
四
月
前

　
　
ら
は
、
そ
の
範
囲
が
ひ
ろ
が
っ

　
　
て
、
三
人
以
上
の
児
童
の
う
ち

　
　
に
、
こ
と
し
の
四
月
一
日
現
在
で

　
　
十
歳
未
満
の
児
童
（
昭
和
三
十
八

一　
　
年
四
月
二
日
以
後
に
生
ま
れ
た
児

　
　
童
）
が
い
れ
ば
支
給
さ
れ
る
よ
う

　
　
に
な
り
ま
す
。

　
ω
そ
の
人
の
収
入
が
、
　
［
定
の
額
（
た

　
と
え
ば
、
扶
養
親
族
五
人
の
場
合
二
百

“
三
十
三
刀
円
1
こ
の
額
は
こ
と
し
の
六

…
月
か
ら
引
き
あ
げ
ら
れ
・
予
定
で

騨
す
…
）
に
満
た
な
い
こ
と
。

　
　
た
お
、
こ
の
児
童
手
当
は
、
各
種
の

　
裾
祉
年
金
や
児
童
扶
養
手
当
な
ど
を
受

　
け
て
い
る
人
で
も
支
給
さ
れ
ま
す
。

’

二
、
児
童
手
当
の
額
は

　
児
童
手
当
の
月
額
は
、
こ
と
し
の
四

月
か
ら
、
三
人
以
上
の
児
童
の
う
ち
、

出
生
順
に
数
え
て
三
人
目
以
降
の
児
童

で
、
昭
和
三
十
八
年
四
月
二
日
以
後
に

4＝

ﾜ
れ
た
者
一
人
に
つ
》
・
、
、
ゴ
．
干
円
と

な
り
ま
す
。

三
、
児
童
手
当
の
支
絵
を
受
け
る
た
め

　
の
手
続
き
は

　
児
童
手
当
の
支
給
を
受
け
る
た
め
に

は
、
認
定
請
求
の
手
続
き
を
市
福
祉
事

務
所
で
し
て
く
だ
さ
い
。
児
童
手
当
額

が
ふ
え
る
場
合
も
同
様
で
す
か
ら
、
お

わ
す
れ
な
く
申
し
出
て
く
だ
き
い
。

　
こ
と
し
の
四
月
か
ら
児
童
手
当

の
支
給
範
囲
が
ひ
ろ
が
り
ま
す
の

で
、
四
月
か
ら
新
た
に
該
当
す
る

と
思
わ
れ
る
か
た
や
、
児
童
手
当

の
額
が
こ
れ
ま
で
の
額
よ
り
ふ
え

る
と
思
わ
れ
る
か
た
は
、
す
ぐ
に

市
福
祉
事
務
所
で
請
求
の
手
続
き

を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。
・
も
し
そ
の

手
続
き
が
四
月
以
降
に
な
り
ま
す

と
、
四
月
分
か
ら
支
給
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
請
求
を

し
た
月
の
翌
月
か
ら
と
転
、
o
り
ま
す

の
で
、
お
そ
く
と
も
三
月
ま
で
に

手
続
き
を
し
て
く
だ
き
い
。

　
な
お
、
公
務
員
と
三
公
社
に
勤

力
て
い
る
か
た
は
、
勤
め
先
に
申

し
出
て
く
だ
さ
い
。
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ぷ
。
る
せ

　
農
業
委
員
選
挙
人
名
簿

　
　
　
　
　
縦
覧
に
つ
い
て

　
日
向
市
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名

簿
は
、
昭
和
四
十
八
年
三
月
三
十
【
日

か
ら
昭
和
四
十
九
年
三
月
三
十
日
ま
で

の
間
に
、
農
業
委
員
会
委
員
の
補
欠
選

挙
が
行
な
わ
れ
る
場
合
に
使
わ
れ
る
名

簿
で
す
。
こ
の
名
簿
に
は
、
補
充
登
録

ま
た
は
補
正
登
録
の
制
度
が
あ
り
ま
せ

ん
。
し
た
が
っ
て
登
録
資
格
が
あ
っ
て

も
こ
の
名
簿
に
登
録
き
れ
て
い
な
い
と

投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

つ
ぎ
の
期
間
に
い
ま
一
度
お
確
か
め
く

だ
き
い
。

△
期
間
u
昭
和
四
十
八
年
二
月
二
十
三

　
日
か
ら
昭
和
四
十
八
年
三
月
九
日
ま

　
で
。

△
場
所
H
日
向
市
選
挙
管
理
委
員
会
事

　
務
局
。

栄
養
学
級
生
を
募
集

　
日
向
保
健
所
で
は
、
昭
和
四
十
八
年

度
の
保
健
栄
養
学
級
生
を
つ
ぎ
の
と
お

り
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
栄
養
学
級
と
い
う
の
は
、
乳
幼

児
、
児
童
、
青
少
年
の
三
位
の
向
上
、

成
人
病
の
予
防
、
家
庭
の
健
康
管
理
な

ど
の
基
礎
を
、
栄
養
学
、
食
品
学
、
調

理
を
と
お
し
て
お
こ
な
い
、
明
る
い
健

康
生
活
を
つ
く
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま

す
。▽

開
講
1
1
四
月
か
ら
毎
月
「
回
（
第
二

　
火
曜
日
）

▽
経
費
閥
試
食
、
昼
食
を
兼
ね
て
材
料

　
費
だ
け
で
す
。

▽
開
設
場
所
1
1
日
向
保
健
所
。

▽
募
集
人
員
1
1
五
十
人
。

▽
募
集
期
間
隠
三
月
未
日
ま
で
。

▽
資
格
皿
一
般
家
庭
の
主
婦
お
よ
び
一

　
般
女
子
、
男
子
を
問
い
ま
せ
ん
。
申

　
し
込
み
用
紙
は
、
日
向
保
健
所
に
あ

　
り
ま
す
。
電
話
で
お
申
し
込
み
に
な

　
っ
て
も
け
っ
こ
う
で
す
。

　
国
民
健
康
保
険
証
の

　
　
　
　
　
検
認
に
つ
い
て
．

　
市
保
険
衛
生
課
で
は
、
三
月
十
二
日

差
ら
三
月
三
十
日
ま
で
の
日
程
（
日
程

表
は
各
家
庭
に
郵
送
）
で
、
市
内
を
各

地
区
ご
と
に
巡
回
し
て
、
日
向
市
国
民

健
康
保
険
の
「
被
保
険
者
証
」
の
検
認

を
行
な
い
ま
す
の
で
、
も
よ
り
の
場
所

で
必
ず
検
認
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
当
日
は
、
現
在
使
用
中
の
「
被
保

険
者
証
」
を
お
忘
れ
な
く
ご
特
参
く

だ
さ
い
。
現
在
の
「
，
被
保
険
者
証
」

は
、
本
年
三
月
三
十
「
日
で
無
効
と
な

り
、
期
限
後
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で

く
れ
ぐ
れ
も
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

県
東
京
学
生
寮
入
寮
者
募
集

　
県
教
育
庁
で
は
、
昭
和
四
十
八
年
度

宮
崎
県
東
京
学
生
寮
入
寮
生
を
つ
ぎ
の

と
お
り
募
集
し
て
い
ま
す
。

▽
対
象
1
1
県
内
に
居
住
す
る
子
弟
な
ど

　
で
、
昭
和
四
十
八
年
度
に
東
京
都
お

　
よ
び
そ
の
周
辺
に
所
在
す
る
大
学
に

　
入
学
す
る
男
子
。

▽
募
集
入
津
口
男
子
百
人
（
一
室
二
名

　
収
容
）

▽
入
寮
期
間
1
1
一
ヵ
年
以
内
。

▽
寮
費
“
月
六
千
円
程
度
（
食
費
を
含

　
ま
な
い
。
）

▽
申
込
手
続
1
1
人
寮
希
望
者
は
、
所
定

　
の
入
寮
申
込
書
を
宮
崎
県
教
育
庁
学

　
紗
教
育
部
（
宮
崎
市
橘
通
り
東
一
丁

　
目
九
番
十
号
）
に
申
し
込
む
こ
と
。

▽
申
込
期
間
1
1
昭
和
四
十
八
年
一
月
二

　
十
九
日
か
ら
三
月
五
日
ま
で
。

▽
そ
の
他
H
入
寮
申
込
書
の
請
求
お
よ

　
び
そ
の
他
不
明
な
点
は
、
つ
ぎ
に
照

　
会
す
る
こ
と
。
　
（
入
寮
申
込
書
の
郵

　
送
呈
強
者
は
、
宛
名
を
明
記
し
、
切

　
手
を
は
・
、
た
返
信
用
封
筒
を
提
出
す

　
る
こ
と
。
）

〔．

v
宮
崎
県
教
育
庁
学
校
教
育
課
管
理
係

　
（
宮
崎
市
橘
通
り
東
一
丁
目
九
番
十

　
号
）

心
身
障
害
者
扶
養

　
共
済
制
度
に
加
入
を

　
こ
の
制
度
は
、
心
身
に
障
害
が
あ
る

入
（
ち
え
遅
れ
、
か
ら
だ
の
不
自
由
、

精
神
病
な
ど
の
人
）
を
持
つ
保
護
者
に

刀
一
の
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
、
保
護
者

に
か
わ
っ
て
、
心
身
障
害
者
に
毎
月
二

刀
円
の
年
金
を
給
付
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
生
活
の
安
定
と
福
祉
の
向
ト

を
計
ろ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
加
入
で
き
る
人
は

　
将
来
［
人
で
生
活
す
る
こ
と
が
む
ず

か
し
い
と
思
わ
れ
る
心
身
障
害
者
の
保

護
者
（
親
、
子
、
兄
弟
、
姉
妹
、
親
族

な
ど
）
で
、

①
県
内
に
住
ん
で
い
る
人
。

②
普
通
の
生
命
保
険
に
加
入
で
き
る
程

　
度
の
健
康
な
入
。

③
年
令
が
四
十
五
歳
未
満
の
人
。

　
心
身
に
障
害
の
あ
る
入
と
は

包
精
神
薄
弱
で
、
知
能
指
数
七
十
五
以

　
下
の
入
。

②
身
体
障
害
者
で
、
身
体
障
害
程
度

　
が
、
身
体
障
害
者
手
帳
の
一
級
か
ら

　
三
級
に
該
当
す
る
入
。

雪
そ
の
ほ
か
、
精
神
ま
た
は
身
体
に
永

　
続
的
な
障
害
が
あ
り
、
こ
の
障
害
が

　
②
と
同
程
度
と
認
め
ら
れ
る
入
。

蜘
金
は

①
三
十
五
歳
未
満
の
人
は
、
月
千
円

②
三
十
五
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満
の
人

　
は
、
月
千
三
百
円

③
加
聾
し
た
後
、
四
十
五
歳
以
上
に
な

　
つ
た
人
は
、
月
千
五
百
円
．
、

加
入
の
申
し
込
み
は

　
市
福
祉
事
務
所
保
護
係
ま
で
。

　
ご
存
じ
で
す
か
H

　
　
　
簡
易
保
険
の
団
体
貸
付

　
簡
易
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
み
な

き
ん
か
ら
払
い
込
ま
れ
た
保
険
料
が
、

市
町
村
の
行
な
う
、
学
校
、
住
宅
、
道

路
な
ど
の
建
設
資
金
と
し
ヴ
、
還
元
Φ
・
・

れ
、
地
域
社
会
の
向
上
の
発
展
の
た
め

三
寸
フ
・
て
お
）
ま
す
が
、
こ
の
ほ
か
に

加
入
者
の
か
た
が
た
に
直
接
利
用
し
て

い
齢
西
一
」
障
り
ゆ
9
翻
脚
度
〉
泥
レ
て
団
体
貸
針
罫
が

あ
り
ま
す
。

　
こ
の
制
度
は
、
婦
人
会
や
P
T
A
、

あ
る
い
は
町
内
会
な
ど
の
み
な
き
ん
が

十
五
人
以
上
お
集
り
に
な
り
、
　
つ
の

簡
易
保
険
の
団
体
を
お
つ
く
り
に
な
り

ま
す
と
新
生
活
運
動
の
場
と
し
て
の
集

会
施
設
、
あ
る
い
は
犯
罪
の
な
い
明
る

い
町
に
す
る
た
め
の
街
路
燈
の
建
設
や

教
育
用
器
具
、
農
機
具
の
購
入
な
ど
、

地
域
ぐ
る
み
の
利
益
と
な
る
施
設
づ
く

り
に
必
要
な
資
金
を
、
月
々
お
払
い
込

み
に
な
る
保
険
料
の
三
十
倍
ま
で
を
お

貸
し
し
ょ
う
と
す
る
制
度
で
す
。

　
貸
付
期
間
は
、
五
年
間
の
均
等
弁
済

で
、
利
息
は
わ
ず
か
年
六
鮮
で
す
。

　
き
ら
に
、
代
表
者
の
か
た
が
、
毎
月

の
保
険
料
を
と
り
ま
と
め
て
払
い
込
ま

れ
ま
す
と
、
月
額
保
険
料
の
七
響
が
割

引
と
な
り
ま
す
の
で
、
二
の
二
つ
の
特

典
を
う
ま
く
ご
活
用
に
な
り
、
み
な
き

ん
の
お
力
で
み
な
き
ん
の
施
設
を
わ
っ

く
り
に
な
ボ
．
て
は
い
か
が
で
し
ト
“
う
．
．

　
　
　
　
　
　
　
（
日
向
郵
便
局
）

〃捌法人　ロ賜吻肱
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